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１．宅建業電子申請システムとは１．宅建業電子申請システムとは
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宅建業電子申請システムとは

従来紙で行っていた申請・届出等手続を、インターネットを通じてオンラインで実現で
きるシステムです。

【 従 来 】

【電子申請】
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電子申請のメリット

宅建業電子申請システムをご利用頂くことで、申請者の皆様に以下のようなメリット
があります。

ＩＤとパスワードのみで申請が可能です。（代理人（行政書士）を除く）

記入内容を自動チェックするので、記入漏れなどのミスが減ります。

手数料をインターネットバンキングやＡＴＭ等からお支払い可能になります。
（一部の行政庁に限る）

インターネットで申請処理状況の確認が可能です。

二回目以降の申請・届出の際には登録済みデータを一部ダウンロードでき
るので入力作業の省力化が可能です。（一回目のご利用が５０条２項等一
部の届出である場合を除く）

など

オフィスや自宅などから、２４時間３６５日オンラインによる申請・届出が可
能です。（原則として行政庁に出向く必要はありません）

選択した申請手続に応じて記載事項が順を追ってパソコン画面に表示さ
れるので申請書の作成が容易です。
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２．宅建業電子申請システムで
実現できること

２．宅建業電子申請システムで
実現できること
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申請可能な手続

宅建業電子申請システムでは、宅地建物取引業法における以下の手続が申請でき
ます。なお、宛先（免許権者）によって申請可能な手続が若干異なりますので、詳しく
は宅建業電子申請システムのホームページをご参照下さい。

宅地建物取引業保証協会の社員身分得喪の報告等14

主任者の死亡等の届出13

主任者の登録移転申請12

主任者の資格登録簿登録事項の変更登録申請11

主任者の登録申請10

業務を行う場所の届出9

廃業等の届出8

免許申請事項の変更の届出7

営業保証金供託済の届出6

免許証の再交付申請5

免許証の書換交付申請4

宅地建物取引業の免許換3

宅地建物取引業の更新免許2

宅地建物取引業の免許1

手続名称No
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ご利用頂ける方

宅建業電子申請システムは、インターネットを利用可能な全ての方々にご利用頂けます。

宅建取引業者
（法人・個人）

宅地建物取引主任者

信託会社等

申請者
代理人※

（行政書士）

委任

申請

国土交通省
地方整備局等

都道府県

※宅建業電子申請システムでの「代理人」とは「行政書士」を指し、
社内代理等については代理人には含みません。
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書面での申請

オンラインで実現できる業務

宅建業電子申請システムでは、紙での申請における様々な作業に対応した機能を具
備しています。

申請書の取得

申請書の記入

印紙の購入・貼付

申請書の提出

申請状況の確認・公文書の取得

申請書および添付ファイルの雛形がＷｅｂよりダウンロー
ド可能です。

Ｗｅｂで申請書の入力や保存、修正が可能です。

インターネットバンキング、ＡＴＭ等から手数料の納付が
可能です。（一部行政庁に限る）

Ｗｅｂから申請書や添付書類の送信が可能です。
（別送も可能です）

Ｗｅｂから申請状況をいつでも確認可能です。
（公文書は従来通り、郵送または窓口交付となります）
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３．セキュリティ対策と電子署名３．セキュリティ対策と電子署名
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対応する技術

公開鍵暗号

インターネットの脅威に対応する技術

脅威

否認（※１）
電子認証

（電子署名／電子証明書）
なりすまし

盗聴（※２）

改ざん

不正侵入

暗号化
ＳＳＬ（Ｓｅｃｕｒｅ Ｓｏｃｋｅｔ Ｌａｙｅｒ）

ファイアウォール

パスワード

※１ 否認とは通信を行った本人がその事実を認めない事を指す（申請を行っていないと否認する等）
※２ 盗聴とは通信の内容（申請内容など）を第三者により盗み見られる事を指す
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電子認証とは

従来の書面による申請では、「押印」や「対面審査」などにより、本人であることの認
証を行ってきました。電子申請でも、これを代替する手段が必要となり、電子の世界
における本人確認のしくみを『電子認証』と呼びます。

宅建業電子申請システムでは、以下の手段によって電子認証を行っています。

ＩＤ＋パスワード

申請者（本人）

代理人（行政書士）

ＩＤ＋パスワード ＋ 電子署名
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４．ご利用の手順４．ご利用の手順
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申請者

利用申込・事前準備

ご利用の手順

宅建業電子申請システムは以下の手順でご利用頂けます。

宅建業電子申請システムにアクセスしてＩＤの取得を行い
ます。（※）

※代理人（行政書士）の方は認証局より電子証明書を購入する
必要があります。

申請書作成 宅建業電子申請システムにアクセスして申請書の作成、
保存を行います。

申請書送信 宅建業電子申請システムにアクセスして申請書を送信し
ます。

申請状況確認
宅建業電子申請システムにアクセスして提出した申請書
の処理状況の確認を行います。

補正申請

取下げ

手数料納付

必要に応じて宅建業電子申請システムにアクセスして「補
正申請」「取下げ」「手数料納付（※）」を行います。

※一部行政庁においては、手数料の納付を金融機関のイン
ターネットバンキングやＡＴＭ等で実施頂く事が可能です。

宅建業電子申請システム
（http://www.takken.mlit.go.jp）
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宅建業電子申請システムを利用するために必要なパソコン環境

動作環境は以下の通りとなります。（平成２０年１０月現在※）

【OS】
日本語版Microsoft Windows 2000 Professional SP4
日本語版Microsoft Windows XP SP3
日本語版Microsoft Windows Vista SP1

【CPU】
PentiumIII以上（PentiumIV以上推奨）

【メモリ】
64MB以上（128MB以上推奨）

【ディスク】
300MB以上の空き容量（インストール容量約150MB）

【ブラウザ】
日本語版Microsoft Internet Explorer6.0 SP2
日本語版Microsoft Internet Explorer7
日本語版Firefox3

Netscapeの製品サポートが2008年3月1日に終了したことによって、今後、当システムにてNetscapeの動作確認は致しません。

宅建業電子申請システムでは、JavaScript機能を使用していますので、ご使用のブラウザのJavaScript機能を有効にしてください。

代理人（行政書士）が電子署名を行う場合には、宅建業電子申請システムが対応している電子証明書及びJRE（Java Runtime 
Environment）のインストールが必要です。
【JREの対応バージョン】
以下のバージョンの最新版にて動作確認をしております。
JRE1.4.2、JRE5.0、JRE6

※最新の動作環境についてはＨＰのよくあるご質問（http://www.takken.mlit.go.jp/faq/index.html）を参照下さい。
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５．操作方法５．操作方法
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５－１．利用申込・事前準備５－１．利用申込・事前準備
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事前準備の流れ

事前準備では、以下の操作を実施して頂きます。

ＩＤ/パスワードの登録・発行

電子証明書の取得（代理人（行政書士）の方のみ）

アプレット環境設定プログラムの取得・インストール（代理人（行政書士）の
方のみ）
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５－１－１．ＩＤ／パスワードの登録・発行５－１－１．ＩＤ／パスワードの登録・発行
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トップ画面 （http://www.takken.mlit.go.jp）

をクリックします
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をクリックします

利用者情報等の登録・編集メニュー
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利用規約の内容を確認し、問題がなければ

をクリックします

利用規約同意
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①自身の利用者種別を選択します（※）

② をクリックします

利用者種別選択

※
宅地建物取引業者または信託会社等でＩＤを取得した場合、
主任者関連手続は実施できません。
主任者関連手続の申請を行う場合は、主任者本人がＩＤの
取得を行ってください。
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利用者・申請提出者登録情報入力

② をクリックします

①必要事項を入力します
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【補足】利用者・申請提出者登録情報入力

宅建業電子申請システムを利用するためには、事前にIDを取得する必要があります。システムに登録する情報

は以下の通りです。

①利用者情報

②申請提出者情報

利用者とは申請書に記載される申請人（法人の場合は法人名、個人の場合は個人名）を指し、登録
完了後に利用者整理番号（数字6桁）が払い出されます。

（登録する情報）
・利用者名
・利用者カナ名
・住所

申請提出者とは実際に宅建業電子申請システムを利用して、申請をする人（担当者）を指し、登録完
了後に申請提出者ＩＤ（利用者整理番号＋2桁）が払い出されます。また、「法人の宅地建物取引業
者」および「信託会社等」の場合は、申請提出者を複数名登録することが可能です。

（登録する情報）
・申請提出者名（担当者の氏名）
・電話番号／ＦＡＸ番号
・メールアドレス
・パスワード
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利用者・申請提出者登録情報確認

② をクリックします

①入力内容に誤りがない
か確認します
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利用者・申請提出者登録情報送信

をクリックします

※トップ画面に戻ります
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利用者・申請提出者登録情報送信

メールに記載されたリンクをクリックします
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利用者・申請提出者情報登録手続

①パスワードを入力します

② をクリックします
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利用者・申請提出者登録情報最終確認・登録

② をクリックします

①入力内容に誤りがない
か確認します
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利用者・申請提出者情報登録完了

①利用者整理番号および
申請提出者ＩＤを控えます

② をクリックします

※利用者情報編集メニュー画面に戻ります
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利用者・申請提出者登録完了のお知らせ
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【補足】宅建業電子申請システムにおける自動チェックについて

宅建業電子申請システムでは、利用者情報登録や申請書作成時に必須項目の漏れ等を自動
的にチェックします。
「次へ進む」等のボタンをクリックした際に下図のようなエラーが表示された場合、エラーメッセー
ジの内容に従って修正を行ってください。
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５－２．申請書作成５－２．申請書作成
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５－２－１．業務を行う場所の届出５－２－１．業務を行う場所の届出
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トップ画面

をクリックします



宅建業電子申請システム 

利用促進説明会 配布資料 

１８ 

35

申請の宛先を選択します

宛先選択

 

 

36

手続選択

「業務を行う場所の届出」を選択します
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手続詳細

をクリックします

 

 

38

申請データの取込み

①既存データの取込み方法
を指定します

② をクリックします
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【補足】申請データの取込み

宅建業電子申請システムでは、以下の２つの方法により既存データを取り込むことで、
入力負担を軽減することが可能です。

①登録済み情報の取り込み

②作成済み申請データの取り込み

過去に行った電子申請の内容から、申請書の入力項目を自動的に穴埋めした申請書を表示することが
可能です。ただし、以下の点についてご注意ください。

過去に作成、保存を行った申請データを取り込み、再利用することが可能です。

必ずしも最新の情報ではない場合がありますので、必要に応じて修正等を行ってください。

一部手続は登録済み情報取り込み機能の対象外となります。
（主任者の登録申請、宅地建物取引業の免許、宅地建物取引業保証協会の社員身分得喪の報告等）

事前に特定の手続について、電子申請を完了している必要があります。
（主任者の資格登録簿登録事項の変更登録申請、主任者の登録移転申請、主任者の登録申請、
宅地建物取引業の更新免許、宅地建物取引業の免許、宅地建物取引業の免許換、免許証の再交付申請、
免許証の書換交付申請、免許申請事項の変更の届出）
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届出者情報入力

①宛先等情報および届出者情報を
入力します

② をクリックします
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届出者情報入力

①届出情報（「対象となる案内所、展示会等の場所」 「業務の内容」）
を入力します

② をクリックします
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売主一覧

をクリックします
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売主入力

①売主である宅地建物取引業者に関
する事項を入力します

②

をクリックします
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売主一覧

をクリックします
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申請データの一時保存

任意のフォルダに保存します

本操作は申請書の作成作業を中断するとき等に行うものです。
保存されるデータは一時保存用であり、申請に使用することはできま
せん。
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物件の種類等一覧

をクリックします
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物件の種類等入力

①物件の種類等を入力します

②

をクリックします
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物件の種類等一覧

をクリックします
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専任の取引主任者一覧

をクリックします
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専任の取引主任者入力

①専任の取引主任者に関する事項を入力します

②

をクリックします
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専任の取引主任者一覧

をクリックします
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作成結果確認・保存
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作成結果の確認

をクリックします

別ウィンドウに法定様式（紙の申請書のイメージ）が表示され、
ブラウザの印刷機能で印刷することが可能です。
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任意のフォルダに保存します

申請データの保存

本操作により保存された申請データを、申請提出時に選択する事にな
りますので、デスクトップ等のわかり易い場所に必ず保存してください。
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申請データ作成完了①

をクリックします

「OK」をクリックします
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申請データ作成完了②

をクリックします

※手続詳細画面に戻ります



宅建業電子申請システム 

利用促進説明会 配布資料 

 ２９ 

57

【参考】宅建業電子申請システムで作成する申請書以外の申請書類について

各申請手続において必要となる申請書類には、登記事項証明書等の第三者機関から発行され
る書類を含めて、宅建業電子申請システムでは作成できない書類が存在します。
それら書類の作成方法は以下の通りとなります。

①雛形ファイルを宅建業電子申請システムよりダウンロード可能な書類

一部書類については、ＷｏｒｄやＥｘｃｅｌ等の形式の雛形ファイルを手続詳細画面よりダウ
ンロード可能です。パソコンに保存した雛形ファイルに必要事項を記入の上、申請時に送
信ください。

②雛形ファイルを宅建業電子申請システムよりダウンロードできない書類

宅建業電子申請システムより雛形ファイルをダウンロードできない書類については、独自
にＷｏｒｄやＥｘｃｅｌ等で電子ファイルを作成いただくか、スキャナ等でＰＤＦ化して、申請時
に送信ください。

③別送する書類

宅建業電子申請システムで作成した申請書以外の書類は、郵送等で別送いただく事も
可能です。また一部書類については必ず別送が必須となる場合があります。

注）電子ファイルで申請可能なファイルサイズは、１ファイル３ＭＢまで、且つ送信するファ
イルの合計が１２ＭＢまでである必要があります。
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宅建業電子申請システムで
作成可能な申請書が記載さ
れています

宅建業電子申請システムで
作成できない申請書が記載
されています

宅建業電子申請システムで作
成できないファイルの詳細が記
載されています

【ファイル名】
書類の名称

【提出条件】
必須／任意等の条件

【許容拡張子】
電子ファイルとして使用可能なファ
イル形式（ｄｏｃ，ｘｌｓ，ｐｄｆ等）
※別送が必須の場合は「別送」

【雛形】
雛形ファイルへのリンク
※存在しない場合は空白
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【手続詳細画面】
①「申請書を作成する」をクリックします

【参考】保存した申請データの修正方法（途中保存を含む）

申請書作成機能により作成・保存した申請データ（途中保存を含む）を修正する場合は、以下の
手順により実施ください。

【申請データの読み込み画面】
①「作成済みの申請データを読み込む」を

選択します
②参照ボタンをクリックして保存した申請

データ（ＸＭＬファイル）を選択します
③「次へ進む」をクリックします

【申請データ入力画面】
①前回作成・保存した申請内容が表示されますの

で、必要な箇所について修正を行います。
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５－２－２．免許申請事項の変更の届出５－２－２．免許申請事項の変更の届出
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「免許申請事項の変更の届出」を
選択します

手続選択 （手続選択までの操作方法は「業務を行う場所の届出」と同様です）
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手続詳細

をクリックします
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①既存データの取込み方法
を指定します

② をクリックします

申請データの取込み
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届出者情報入力①

①変更事項を選択します

②宛先等情報を入力します
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届出者情報入力②

①届出者情報を入力します

② をクリックします
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【補足】免許申請事項の変更の届出における申請データの入力について

免許申請事項の変更の届出では、申請内容（変更事項）によって記載が不要となる項目が多数
存在します。
書面での申請の場合、記入要領等を参考に申請者の皆様に要否を判断頂いておりますが、宅

建業電子申請システムでは当該負担を軽減するため、届出者情報入力画面で選択した「変更事
項」によって、入力が不要となる項目については画面を表示しないよう制御しています（※）。

※（例）「商号又は名称」を選択していない場合は、「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」の「商

号又は名称入力」画面は表示されません。

本テキストにおいては全項目について変更があるという前提で、全画面についての操作方法を
記載致しますが、実際の申請の際には選択内容によって表示が異なりますのでご注意下さい。
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商号又は名称入力

② をクリックします

①商号又は名称を入力します
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代表者又は個人入力①

①変更区分を選択します

②変更後の情報を入力します
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代表者又は個人入力②

①変更前の情報を入力します

② をクリックします
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役員一覧

をクリックします
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役員入力①

①変更区分を選択します

②変更後の情報を入力します（※）

※変更区分で「退任」を選択した場合は入力不要です
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役員入力②

①変更前の情報を入力します（※）

※変更区分で「就任」を選択した場合は入力不要です

② をクリックします
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役員一覧

①変更情報が追加されている事を確
認し、申請内容に応じて追加を繰り
返します

② をクリックします
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事務所一覧

をクリックします
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事務所に関する事項を入力します

事務所入力①
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②変更後の情報を入力します（※１）

①変更区分を選択します

③変更前の情報を
入力します（※２）

④

をクリックします

※１ 変更区分で「廃止」を選択した場合は入力不要です
※２ 変更区分で「新設」を選択した場合は入力不要です

事務所入力②
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事務所一覧

変更情報が追加されている事を確認
し、申請内容に応じて追加を繰り返し
ます
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政令使用人の入力（事務所一覧）

をクリックします
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政令第２条の２で定める使用人一覧

をクリックします
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政令第２条の２で定める使用人入力①

①変更区分を選択します

②変更後の情報を入力します（※）

※変更区分で「退任」を選択した場合は入力不要です
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政令第２条の２で定める使用人入力②

①変更前の情報を入力します（※）

※変更区分で「就任」を選択した場合は入力不要です

② をクリックします
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政令第２条の２で定める使用人一覧

①変更情報が追加されている事を確
認し、申請内容に応じて追加を繰り
返します

② をクリックします
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専任の取引主任者の入力（事務所一覧）

をクリックします
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専任の取引主任者一覧

をクリックします
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専任の取引主任者入力①

①変更区分を選択します

②変更後の情報を入力します（※）

※変更区分で「退任」を選択した場合は入力不要です
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専任の取引主任者入力②

①変更前の情報を入力します（※）

※変更区分で「就任」を選択した場合は入力不要です

② をクリックします
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専任の取引主任者一覧

①変更情報が追加されている事を確
認し、申請内容に応じて追加を繰り
返します

② をクリックします

 

 

88

事務所一覧

をクリックします
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誓約書入力

①誓約書に関する事項を入力します

② をクリックします
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事務所一覧（専任の取引主任者設置証明書）

をクリックします
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事務所入力（専任の取引主任者設置証明書）

①事務所に関する事項を入力します

② をクリックします
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事務所一覧（専任の取引主任者設置証明書）

をクリックします
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事務所一覧（事務所を使用する権原に関する書面）

をクリックします
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事務所入力（事務所を使用する権原に関する書面）

①事務所を使用する権原に関する事項を入力します

② をクリックします
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事務所一覧（事務所を使用する権原に関する書面）

をクリックします
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作成結果確認・保存（操作方法は「業務を行う場所の届出」と同様です）
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５－３．申請書送信５－３．申請書送信
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手続詳細

をクリックします
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ログイン

①ID/パスワードを入力します

② をクリックします
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申請データ選択①

①「参照」をクリックします

②保存した申請データを選択します
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申請データ選択②

①前頁の書類以外に添付または別送する
ファイルが存在する場合、書類名の入力と
ファイル選択を行います

② をクリックします
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申請データ確認

①申請する手続や、選択した申請データや添
付ファイル等に誤りがないことを確認します

② をクリックします
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申請提出

をクリックします
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到着確認

申請が正常に受け付けられた事を確認します
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到着確認シートの表示・ダウンロード

到着確認シートには、申請を一意に識別する「到着番号」が記載されて
いますので、表示確認および保存を行ってください。
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申請終了①

をクリックします
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申請終了②

をクリックします

※トップ画面に戻ります
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５－４．申請状況確認５－４．申請状況確認
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をクリックします

トップ画面
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ログイン

①ID/パスワードを入力します

② をクリックします
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提出済み申請一覧

詳細な状況を確認したい到着
番号をクリックします
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申請状況の表示・確認

詳細な状況の確認や、到着確認シートの
確認・ダウンロードが可能です
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【補足】申請状況の表示・確認

申請状況表示･確認画面で表示される申請状況と行政庁における処理状況との対応は以下の
とおりです。

「手続終了（取下げ）」とは申請提出者が取下げ依頼を行い、取下げ処理
が終了した際の処理状況です。

手続終了（取下げ）

「手続終了」とは行政庁が決裁を完了するなどして、一連の手続が終了し
た際の処理状況です。

手続終了

「審査中（取下げ処理中）」とは申請提出者が取下げ処理依頼を行い、取
下げ処理が終了するまでの処理状況です。

審査中（取下げ処理中）

「審査中（補正待ち）」とは申請データに不備がある等によって、補正通知
書が発行された際の処理状況です。

審査中（補正待ち）

「審査中」とは申請の受付が完了し、審査が終了するまでの処理状況です。審査中

「到達」とは申請データが宅建業電子申請システムで受信された際の処理
状況です。

到達

行政庁での処理状況申請状況
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５－５．補正申請５－５．補正申請
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補正通知のお知らせの確認

行政庁より申請内容の不備に関する修正依頼を記載した通知（補正通知）が発行されると、補正通知の
お知らせメールが送信されます。
「５－４．申請状況確認」と同様の手順で、対象の到着番号の「申請状況の表示・確認画面」を表示してく
ださい。
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申請状況の表示・確認

補正通知書の表示・確認をク
リックします

補正通知書が発行されていない場合、「補正通知書の表示・確認」のリンクは表示されません。
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補正通知書の表示・確認

①行政庁により作成された補正通知書が表示され
ますので、内容を確認します

修正依頼のあった申請書を、申請書作成機能やＷｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等による電子ファイル修正、また
は書面修正の上での再ＰＤＦ化など各申請書に合った方法で修正します。
修正完了後に再度、「申請状況の表示・確認」画面を表示します。
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補正申請

をクリックします

補正通知書が発行されていないとき、または申請状況が「審査中（取下げ処理中）」「手続終了」
「手続終了（取下げ）」のときは、補正申請を行う事はできません。この場合、「補正をする」ボタンは
表示されません。
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申請データ選択画面が表示されますので、「５－３．申請書送信」と同様に申請データを選択します。
以降の操作についても、新規の申請と同様です

申請データ選択
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５－６．取下げ５－６．取下げ
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取下げの実施

をクリックします

申請状況が「審査中（取下げ処理中）」「手続終了」「手続終了（取下げ）」のときは、申請の取下げを行う
事はできません。この場合、「取下げを行う」ボタンは表示されません。
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取下げ確認

をクリックします
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申請状況の表示・確認（取下げ処理中）

申請状況が『審査中（取下げ処理
中』となっている事を確認します

取下げ処理の完了には必要な措置を行うため多少時間がかかります。
措置完了は電子メールで通知されますので、メール受信後に再度申請状況を確認してください。
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取下げ完了のメール通知後に申請状況が
『手続終了（取下げ）』となっている事を確
認します

申請状況の表示・確認（取下げ）
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５－７．手数料納付５－７．手数料納付
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手数料電子納付の概要①

宅建業電子申請システムでは、以下の手続について手数料の電子納付が可能です。
（注：電子納付可能な行政庁は一部に限られます。詳しくはホームページをご覧下さい）

宅地建物取引業の免許
宅地建物取引業の更新免許
宅地建物取引業の免許換
主任者の登録申請
主任者の登録移転申請

申請者
行政庁職員

電子申請システム電子申請システム

歳入金電子納付システム
及び共同利用センター

歳入金電子納付システム
及び共同利用センター

①申請 ②手数料額登録

③納付情報登録

④納付情報通知

金融機関金融機関

⑤手数料納付

⑥入金情報連携

⑦入金情報連携

（参考） 手数料及び登録免許税の納付方法について： http://www.takken.mlit.go.jp/step/payment.html
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手数料電子納付の概要②

納付情報とは以下の情報を指します。

・収納機関番号
・納付番号
・確認番号
・払込金額

納付方法は金融機関により異なります。詳しくはPay-easy（※）のホームページでご確
認下さい。

ＵＲＬ：http://www.pay-easy.jp/

※ Pay-easy（ペイジー）
これまで、請求書や納付書と現金を持って金融機関やコンビニの窓口で支払っていた、公共料金、携帯電話料金、自動車税、国
民年金保険料やインターネットショッピングの購入代金などを、金融機関のインターネットバンキング、モバイルバンキングやＡＴＭ
から「いつでも・どこでも・かんたんに」支払えるようにするサービスです。
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納付情報の確認（納付情報通知の確認）

一部手続においては、申請受付時に納付情報が自動的に登録される場合があります。この時には納付情報が
到着確認シートに記載され、納付情報登録通知は送信されません。

※
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納付情報の確認（申請状況確認画面での確認）

手数料情報を確認し、以下の情報を控えます
・収納機関番号
・納付番号
・確認番号
・払込金額
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○○銀行

残高照会

お振り込み

お振り替え

料金払込
○○銀行

料金払込 収納機関番号入力

収納機関番号を入力してください。

収納機関番号
○○銀行

料金払込

納付番号・確認番号を入力してください。

納付番号

納付番号・確認入力

確認番号

操作手順や画面に表示される文言等については金融機関により異なります。

①インターネットバンキングにログインし、
料金払込等を選択します

②収納機関番号を入力します

③納付番号・確認番号を入力します

【参考】手数料納付イメージ（インターネットバンキングの場合）
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○○銀行

料金払込 払込内容確認

払込内容

8,000円払込金額

タッケン タロウサマお名前

1234567890納付番号

○○県払込先

取消 支払

○○銀行

料金払込 支払完了

残高照会

ご利用ありがとうございました。
残高照会により取引内容を確認してください。

操作手順や画面に表示される文言等については金融機関により異なります。

④払込内容を確認します ⑤払込の完了を確認します
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６．お問合せ６．お問合せ
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操作方法等に関するお問合せ

財団法人 不動産適正取引推進機構
電話番号 ：03-5401-0285
対応時間 ：平日午前9時30分から午後5時まで（年末年始を除く。）

各手続の内容に関するお問合せ

各行政庁の免許担当課へお問合せ下さい

※電話番号等については、下記URLをご参照下さい。
http://www.takken.mlit.go.jp/docs/contact.html
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関連ホームページＵＲＬ

宅建業電子申請システム

トップ画面 http://www.takken.mlit.go.jp

（ご利用の手順） http://www.takken.mlit.go.jp/step/all-steps.html
（よくあるご質問） http://www.takken.mlit.go.jp/faq/index.html

不動産適正取引推進機構

トップ画面：http://www.retio.or.jp/

（宅建業電子申請システムについて） http://www.retio.or.jp/e_app/index.html
（ご利用に当たっての注意事項） http://www.retio.or.jp/e_app/qa.html

 


